


１ 令和５年第２回市議会定例会提出予定議案 

 

 

 （議 案） 

 

１ 令和５（２０２３）年度函館市一般会計補正予算         【財務部ほか】 

 

２ 令和５（２０２３）年度函館市港湾事業特別会計補正予算     【港湾空港部】 

 

３ 令和５（２０２３）年度函館市介護保険事業特別会計補正予算   【保健福祉部】 

 

４ 令和５（２０２３）年度函館市交通事業会計補正予算       【企 業 局】 

 

５ 令和５（２０２３）年度函館市病院事業会計補正予算       【病 院 局】 

 

６ 一般職の職員の給与に関する条例および函館市会計年度任用職員の給与および費 

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について      【総 務 部】 

 

７ 函館市税条例の一部改正について                【財 務 部】 

 

８ こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等 

 の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について      【保健福祉部ほか】 

 

９ 函館市消費生活センター条例の一部改正について         【市 民 部】 

 

10 函館市営住宅条例の一部改正について              【都市建設部】 

 

 

 

 （報 告） 

 

１ 定期監査，随時監査（工事監査），行政監査および例月現金出納検査報告 

                              【監査事務局】 
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(単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

144,606,066 4,232,652 148,838,718

2,671,000 18,237 2,689,237

27,707,518 27,707,518

31,158,827 31,158,827

20,275 20,275

481,000 481,000

32,301,436 1,061,304 33,362,740

4,500 4,500

129,171 129,171

4,690,105 4,690,105

99,163,832 1,079,541 100,243,373

収 入 6,695,728 6,695,728

支 出 8,207,645 8,207,645

収 入 11,361,314 11,361,314

支 出 12,843,966 12,843,966

収 入 1,890,469 40,586 1,931,055

支 出 2,302,830 37,255 2,340,085

収 入 25,847,879 78,107 25,925,986

支 出 26,147,532 78,107 26,225,639

収 入 45,795,390 118,693 45,914,083

支 出 49,501,973 115,362 49,617,335

収 入 289,565,288 5,430,886 294,996,174

支 出 293,271,871 5,427,555 298,699,426
合　　　　　計

発 電 事 業

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

小　　計

企
　
業
　
会
　
計

水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

交 通 事 業

病 院 事 業

小　　計

２ 令和５(2023)年度各会計補正予算 総括表

会　　計　　区　　分

一 般 会 計

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

港 湾 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

自 転 車 競 走 事 業

奨 学 資 金

地 方 卸 売 市 場 事 業

介 護 保 険 事 業
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【一般会計・歳出】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

350,513 3,005 353,518 ・ 議会運営費増 3,005

5,841,635 55,648 5,897,283 ・ インクルージョン推進経費 400

・ 町会活性化推進事業費増 795

・ 町会備品設備整備費補助金増 600

・ 町会会館建設費等補助金増 2,500

・ 地域安全安心促進交付金増 870

・ 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 1,000

・ 市長と女性の意見交換会開催経費 300

・ 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 37,737

・ 看護系大学等設置検討調査費 300

・ 南茅部地域世界遺産活用支援事業費 5,737

・ 消費生活向上等推進費増(3,209)ほか 5,409

56,978,562 473,520 57,452,082 ・ 小学校入学祝金給付準備経費 8,564

・ ヤングケアラー実態調査費 3,400

・ ヤングケアラーシンポジウム開催経費 1,000

・ 保育士等確保対策事業費 1,330

・ 第２子以降保育料無償化準備経費 886

・ 地域放課後児童健全育成事業費増 33,240

・ 介護人材地域定着対策事業費 2,138

・ 介護人材養成活動支援事業費 1,500

・ 補助金等返還金増(603,351)ほか 609,115

・ 介護保険事業特別会計繰出金減 ▲ 187,653

13,869,053 663,468 14,532,521 ・ がん検診事業費増 8,463

・ がん検診受診促進･普及啓発等関係経費増 726

・ 医療用ウィッグ購入助成事業費 2,106

・ 公衆浴場経営安定化事業補助金増 8,210

・ 公衆浴場設備整備事業補助金 1,500

・ 地域猫不妊去勢手術費補助金 1,580

・ 地球温暖化防止対策費増 3,067

・ 補助金等返還金(622,927)ほか 637,816

142,320 6,249 148,569 ・ はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費増 3,365

・ 奨学金返還支援事業費 2,884

1,363,224 70,680 1,433,904 ・ 農業法人参入支援事業費 3,742

・ 新規就農促進補助金増 7,125

・ 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 450

・ ウニ蓄養試験調査事業費 9,363

・ 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 50,000

 ３　令和５(2023)年度各会計補正予算の内訳

民 生 費

補　　正　　額　　の　　内　　訳

衛 生 費

労 働 費

款

議 会 費

総 務 費

農 林 水 産 費
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【一般会計・歳出】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

12,294,804 469,270 12,764,074 ・ ふるさと納税関係経費増 426,400

・ ＥＣ活用支援事業補助金 2,500

・ 新エネルギーシステム等導入補助金増 14,000

・ 立地環境調査補助金 1,500

・ 地方拠点開設支援事業補助金 5,000

・ サテライトオフィス等整備事業補助金 10,000

・ 観光地域づくり法人関係経費 700

・ 海外観光プロモーション実施経費増 9,170

10,363,800 104,555 10,468,355 ・ 空家等実態調査費 20,570

・ 湯川団地共同浴場関係経費 27,828

・ 函館空港利用促進関係経費増 2,241

・ 大川団地(公営住宅移転建替)増(52,720)ほか 58,880

・ 港湾事業特別会計繰出金減 ▲ 4,964

8,120,447 51,194 8,171,641 ・ 私立学校運営助成費増 41,574

・ 私立専修学校運営助成費増 6,462

・ 「令和２年度成人祭」代替行事経費 1,100

・ 文化芸術活動促進補助金 4,488

・ (仮称)総合ミュージアム整備推進費 1,000

・ アーバンスポーツ等普及振興事業費 200

・ 入学準備給付金減 ▲ 3,630

6,192,366 1,556,000 7,748,366 ・ 病院事業補助金増 6,000

・ 財政調整基金積立金増 1,550,000

15,597,768 888 15,598,656 ・ 一般部局職員費増（湯川団地共同浴場関係経費分） 888

500,000 778,175 1,278,175

12,991,574 12,991,574

144,606,066 4,232,652 148,838,718

諸 支 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

職 員 費

商 工 費

土 木 費

そ の 他

教 育 費

款 補　　正　　額　　の　　内　　訳
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【一般会計・歳入】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

3,147,978 4,086 3,152,064 ・市営住宅共同浴場使用料 4,086

33,675,827 307,388 33,983,215 ・児童虐待防止対策等支援事業費補助金増 2,266

・地域子ども･子育て支援事業費補助金増 333

・生活保護費補助金増 1,578

・空き家対策総合支援事業費補助金増 9,460

・公営住宅建設費補助金増 26,360

・感染症等予防事業費負担金増ほか 267,391

　　　　　　　　　 （精算不足額交付分）

9,634,446 59,022 9,693,468 ・消費者行政強化事業補助金減 ▲ 338

・地域子ども･子育て支援事業費補助金増 333

・新規就農促進補助金増 7,125

・持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 450

・子ども・子育て支援給付費負担金増ほか 51,452

　　　　　　　　　　　　　（精算不足額交付分）

1,393,303 801,400 2,194,703 ・ふるさと寄付金(ふるさと納税分)増 800,000

・ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)増 1,400

100,000 3,000,000 3,100,000 ・前年度繰越金増 3,000,000

10,249,309 4,456 10,253,765 ・消費生活相談業務負担金減 ▲ 304

・コミュニティ事業助成金 2,200

・企業採用情報掲載等一部負担金増 2,200

・その他の雑入増 360

8,626,900 56,300 8,683,200 ・水産基盤整備事業債増 30,000

・公営住宅建設事業債増 26,300

77,778,303 77,778,303

144,606,066 4,232,652 148,838,718

そ の 他

款 補　　正　　額　　の　　内　　訳

国 庫 支 出 金

使 用 料 ・ 手 数 料

歳 入 合 計

道 支 出 金

寄 付 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

【一般会計・その他】 （単位：千円）

【継続費･変更】

　・大川団地公営住宅建設事業(３号棟６２戸) 【都市建設部】

【債務負担行為･追加】

　・はこだてエリア企業採用情報発信支援業務委託料 期  間 令和6(2024)年度 限度額 8,585 【経済部】

総　額 　　       1,582,150 → 1,634,870

年割額 令和4(2022)年度 173,099

令和5(2023)年度 1,409,051 → 1,461,771
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【港湾事業特別会計】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

390,585 18,237 408,822 ･ 港湾管理業務所要経費増 6,017

･ 函館港利用促進関係経費増 12,220

2,280,415 2,280,415

2,671,000 18,237 2,689,237

使 用 料 及 び
手 数 料

328,848 8,201 337,049 ･ けい船料増 8,201

繰 入 金 1,096,000 ▲ 4,964 1,091,036 ･ 一般会計繰入金減 ▲ 4,964

繰 越 金 1 15,000 15,001 ･ 前年度繰越金増 15,000

そ の 他 1,246,151 1,246,151

2,671,000 18,237 2,689,237

【介護保険事業特別会計】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

245,835 1,650 247,485 ・ 指導監査関係経費増 1,650

140,806 457,291 598,097 ・ 介護給付費準備基金積立金増 457,291

10,101 602,363 612,464 ・ 補助金等返還金 602,363

31,904,694 31,904,694

32,301,436 1,061,304 33,362,740

国 庫 支 出 金 8,253,651 825 8,254,476 ・ 介護保険事業費補助金 825

支 払 基 金 8,449,213 ▲ 90,186 8,359,027 ・ 介護給付費交付金減 ▲ 90,186

交 付 金

道 支 出 金 4,519,343 ▲ 48,918 4,470,425 ・ 介護給付費負担金減 ▲ 48,918

繰 入 金 5,501,386 ▲ 187,653 5,313,733 ・ 一般会計繰入金減 ▲ 187,653

繰 越 金 1 1,387,236 1,387,237 ・ 前年度繰越金増 1,387,236

そ の 他 5,577,842 5,577,842

32,301,436 1,061,304 33,362,740

款 補　　正　　額　　の　　内　　訳

款

そ の 他

港 湾 管 理 費

そ の 他

歳 出 合 計

財
　
源

歳 出 合 計

財
　
　
　
源

歳 入 合 計

歳 入 合 計

補　　正　　額　　の　　内　　訳

総 務 費

基 金 積 立 金

諸 支 出 金
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【交通事業会計】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

1,571,593 0 1,571,593

731,237 37,255 768,492 ･ 軌道改良工事費増 37,255

2,302,830 37,255 2,340,085

1,341,908 3,386 1,345,294 ･ 消費税及び地方消費税還付金増 3,386

548,561 37,200 585,761 ･ 企業債増 37,200

1,890,469 40,586 1,931,055

【病院事業会計】 (単位：千円)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

23,724,055 78,107 23,802,162 ・ 南茅部病院移転新築基本計画策定業務委託経費
6,000

・ 医療事故に係る示談による和解金 72,107

2,423,477 0 2,423,477

26,147,532 78,107 26,225,639

24,166,856 78,107 24,244,963 ・ 他会計補助金増 6,000

・ 病院賠償責任保険保険金収入 72,107

1,681,023 0 1,681,023

25,847,879 78,107 25,925,986 諸支出金　6,000(補助金増　6,000)

支 出 合 計

病 院 事 業 収 益

款

資 本 的 支 出

補　　正　　額　　の　　内　　訳

病 院 事 業 費 用

款 補　　正　　額　　の　　内　　訳

軌 道 事 業 費 用

資 本 的 支 出

支 出 合 計

資 本 的 収 入

収 入 合 計

軌 道 事 業 収 益

資 本 的 収 入

収 入 合 計
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４ 令和５(2023)年度各会計補正予算の内容
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５ 函館市税条例の一部を改正する条例の骨子 

 

１ 改正理由 

  地方税法等の一部改正に伴い，個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書の記載事項に関する規定等を整備し，大規模の修繕等

が行われたマンションに対する固定資産税の特例措置に係る減額割合

を定め，および軽自動車税の納付不足額が国土交通大臣の認定等の申

請をした者の不正行為により生じた場合に当該申請をした者が負担す

る納税義務に係る加算割合を引き上げ，ならびに森林環境税及び森林

環境譲与税に関する法律の施行に伴い，森林環境税の賦課徴収の方法

を定めるため。 

 

２ 改正内容 

（1）個人市民税（第26条の７，第27条の３の２，第28条の２，第30 

条の２，第30条の９，第30条の９の２，第30条の９の６） 

ア 給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化 

申告書に記載すべき事項が前年の申告内容と異動がない場合

に，その記載すべき事項の記載に代えて，異動がない旨の記載に

よることができることとする。 

  イ 森林環境税の導入に伴う規定の整備 

    森林環境税の賦課徴収は，個人市民税の賦課徴収の例により，

個人市民税および個人道民税の賦課徴収と併せて行うこととす

る。 

 

（2）固定資産税（附則第８条の３） 

   大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の特例

措置について，減額の割合を３分の１とする。 

 

（3）軽自動車税（附則第14条の２の２，附則第14条の３） 

   種別割および環境性能割の賦課徴収の特例の見直し 

自動車メーカーの不正行為に起因し軽自動車税の納付不足額が

発生した場合の当該メーカーが納付すべき額は，納付不足額に

35％（現行：10％）加算した金額とする。 

 

３ 施行期日 

（1）第 30 条の２第１項（「受けている者（」の後ろに「支給期間が

１月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けて

いることその他これに類する理由があることにより，特別徴収の

方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除

く。」を加える部分に限る）および附則第８条の３の改正規定 

公布の日 
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（2）第26条の７，第28条の２，第30条の２（第１項中「受けている

者（」の後ろに「支給期間が１月を超える期間により定められて

いる給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由が

あることにより，特別徴収の方法により徴収することが著しく困

難であると認められる者を除く。」を加える部分を除く），第30

条の９，第30条の９の２，第30条の９の６，附則第14条の２の２

および附則第14条の３の改正規定 

令和６年１月１日 

 

（3）第27条の３の２の改正規定 

令和７年１月１日 
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函館市税条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（配当割額または株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額または株式等譲渡所得割額の控除） 

第26条の７ （略） 第26条の７ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かつた金額があるときは，当該控除するこ

とができなかつた金額は，令第48条の９の

３から第48条の９の６までに定めるところ

により，同項の納税義務者に対しその控除

することができなかつた金額を還付し，ま

たは当該納税義務者の同項の確定申告書に

係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の道民税もしくは市民税に充当し，もし

くは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かつた金額があるときは，当該控除するこ

とができなかつた金額は，令第48条の９の

３から第48条の９の６までに定めるところ

により，同項の納税義務者に対しその控除

することができなかつた金額を還付し，ま

たは当該控除することができなかつた金額

のうち法第314条の９第２項後段に規定す

る還付をすべき金額により当該納税義務者

の前項の確定申告書に係る年の末日の属す

る年度の翌年度分の個人の道民税，個人の

市民税もしくは森林環境税を納付し，もし

くは納入し，もしくは当該納税義務者の未

納に係る徴収金を納付し，もしくは納入す

る。 

３ （略） ３ （略） 

  

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第27条の３の２ （略） 第27条の３の２ （略） 

（新設） ２ 前項または法第317条の３の２第１項の

規定による申告書を給与支払者を経由して

提出する場合において，当該申告書に記載

すべき事項がその年の前年において当該給

与支払者を経由して提出した前項または法

第317条の３の２第１項の規定による申告

書（その者が当該前年の中途において次項

の規定による申告書を当該給与支払者を経

由して提出した場合には，当該前年の最後

に提出した同項の規定による申告書）に記

載した事項と異動がないときは，給与所得

者は，地方税法施行規則で定めるところに

より，前項または法第317条の３の２第１項

の規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項または法第

317条の３の２第１項の規定による申告書

を提出することができる。 

２ 前項または法第317条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で

市内に住所を有するものは，その年の中途

において当該申告書に記載した事項につい

て異動を生じた場合には，前項または法第

317条の３の２第１項の給与支払者からそ

３ 第１項または法第317条の３の２第１項

の規定による申告書を提出した給与所得者

で市内に住所を有するものは，その年の中

途において当該申告書に記載した事項につ

いて異動を生じた場合には，第１項または

法第317条の３の２第１項の給与支払者か
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の異動を生じた日後最初に給与の支払を受

ける日の前日までに，地方税法施行規則で

定めるところにより，その異動の内容その

他地方税法施行規則で定める事項を記載し

た申告書を，当該給与支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

らその異動を生じた日後最初に給与の支払

を受ける日の前日までに，地方税法施行規

則で定めるところにより，その異動の内容

その他地方税法施行規則で定める事項を記

載した申告書を，当該給与支払者を経由し

て，市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において，これらの規定に

よる申告書がその提出の際に経由すべき給

与支払者に受理されたときは，その申告書

は，その受理された日に市長に提出された

ものとみなす。 

４ 第１項および前項の場合において，これ

らの規定による申告書がその提出の際に経

由すべき給与支払者に受理されたときは，

その申告書は，その受理された日に市長に

提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は，第１項および第２項の規

定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第48条の９の７の２において

準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には，地方税法施行規則で定

めるところにより，当該申告書の提出に代

えて，当該給与支払者に対し，当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて地方税法施

行規則で定めるものをいう。次条第４項お

よび第33条の８第３項において同じ。）に

より提供することができる。 

５ 給与所得者は，第１項および第３項の規

定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第48条の９の７の２において

準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には，地方税法施行規則で定

めるところにより，当該申告書の提出に代

えて，当該給与支払者に対し，当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて地方税法施

行規則で定めるものをいう。次条第４項お

よび第33条の８第３項において同じ。）に

より提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第

３項の規定の適用については，同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と，「給与支払者に受理されたと

き」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と，「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第

４項の規定の適用については，同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と，「給与支払者に受理されたと

き」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と，「受理された日」とあるのは

「提供を受けた日」とする。 

  

（個人の市民税の徴収方法） （個人の市民税の徴収方法等） 

第 28条の２  個人の市民税の徴収について

は，第30条の２，第30条の９の２第１項，

第30条の９の５または第33条の４の規定に

よつて特別徴収の方法による場合を除くほ

か，普通徴収の方法による。 

第 28条の２  個人の市民税の徴収について

は，第30条の２，第30条の９の２第１項，

第30条の９の５または第33条の４の規定に

より特別徴収の方法による場合を除くほ

か，普通徴収の方法による。 

２ 個人の市民税を賦課し，及び徴収する場

合においては当該個人の道民税をあわせて

賦課し，及び徴収する。 

２ 個人の市民税を賦課し，および徴収する

場合には，当該個人の道民税を併せて賦課

し，および徴収する。 

（新設） ３ 個人の市民税の均等割を賦課し，および

徴収する場合には，森林環境税を併せて賦

課し，および徴収する。 

  

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第30条の２ 納税義務者が当該年度の初日の

属する年の前年中において給与の支払を受

けた者であり，かつ，同日において給与の

支払を受けている者（以下本条例において

第30条の２ 納税義務者が当該年度の初日の

属する年の前年中において給与の支払を受

けた者であり，かつ，同日において給与の

支払を受けている者（支給期間が１月を超
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「給与所得者」という。）である場合にお

いては，当該納税義務者に対して課する個

人の市民税のうち，当該納税義務者の前年

中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額は，特別徴収の方法によつて徴収

する。 

える期間により定められている給与のみの

支払を受けていることその他これに類する

理由があることにより，特別徴収の方法に

より徴収することが著しく困難であると認

められる者を除く。以下この条および次条

第３項において「給与所得者」という。）

である場合には，当該納税義務者に対して

課する個人の市民税のうち，当該納税義務

者の前年中の給与所得に係る所得割額およ

び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。次項において同じ。）

の合算額は，特別徴収の方法により徴収す

る。 

２ 前項の給与所得者について，当該給与所

得者の前年中の所得に給与所得以外の所得

がある場合においては，当該給与所得以外

の所得に係る所得割額を同項の規定によつ

て特別徴収の方法によつて徴収すべき給与

所得に係る所得割額および均等割額の合算

額に加算して特別徴収の方法によつて徴収

することができる。ただし，第27条の２第

１項の申告書に給与所得以外の所得に係る

所得割額を普通徴収の方法によつて徴収さ

れたい旨の記載があるときは，この限りで

ない。 

２ 前項の給与所得者について，当該給与所

得者の前年中の所得に給与所得以外の所得

がある場合には，当該給与所得以外の所得

に係る所得割額を同項の規定により特別徴

収の方法により徴収すべき給与所得に係る

所得割額および均等割額の合算額に加算し

て特別徴収の方法により徴収することがで

きる。ただし，第27条の２第１項の申告書

に給与所得以外の所得に係る所得割額を普

通徴収の方法により徴収されたい旨の記載

があるときは，この限りでない。 

３ 前項本文の規定によつて給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によつて徴収することとなつた後

において，当該給与所得者について給与所

得以外の所得に係る所得割額の全部または

一部を特別徴収の方法によつて徴収するこ

とが適当でないと認められる特別の事情が

生じたため当該給与所得者から給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部または一部

を普通徴収の方法により徴収されたい旨の

申出があつた場合でその事情がやむを得な

いと認められるときは，当該特別徴収の方

法によつて徴収すべき給与所得以外の所得

に係る所得割額で，まだ特別徴収により徴

収していない額の全部または一部を普通徴

収の方法により徴収する。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与

所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収

の方法により徴収することとなつた後にお

いて，当該給与所得者について給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部または一部

を特別徴収の方法により徴収することが適

当でないと認められる特別の事情が生じた

ため当該給与所得者から給与所得以外の所

得に係る所得割額の全部または一部を普通

徴収の方法により徴収されたい旨の申出が

あつた場合でその事情がやむを得ないと認

められるときは，当該特別徴収の方法によ

り徴収すべき給与所得以外の所得に係る所

得割額で，まだ特別徴収により徴収してい

ない額の全部または一部を普通徴収の方法

により徴収する。 

４ （略） ４ （略） 

５ 特別徴収の方法によつて個人の市民税を

徴収される納税義務者が，当該年度の初日

の属する年の６月１日から12月31日までの

間において給与の支払を受けないこととな

り，かつ，その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法に

よつて徴収されたい旨の納税義務者からの

申出があつた場合およびその事由がその年

５ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴

収される納税義務者が，当該年度の初日の

属する年の６月１日から12月31日までの間

において給与の支払を受けないこととな

り，かつ，その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法に

より徴収されたい旨の納税義務者からの申

出があつた場合およびその事由がその年の
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の翌年の１月１日から４月30日までの間に

おいて発生した場合には，当該納税義務者

に対してその年の５月31日までの間に支払

われるべき給与または退職手当等で当該月

割額の全額に相当する金額を超えるものが

あるときに限り，当該月割額の全額（同日

までに当該給与または退職手当等の全部ま

たは一部の支払がされないこととなつたと

きにあつては，同日までに支払われた当該

給与または退職手当等の額から徴収するこ

とができる額）を特別徴収の方法によつて

徴収する。 

翌年の１月１日から４月30日までの間にお

いて発生した場合には，当該納税義務者に

対してその年の５月31日までの間に支払わ

れるべき給与または退職手当等で当該月割

額の全額に相当する金額を超えるものがあ

るときに限り，当該月割額の全額（同日ま

でに当該給与または退職手当等の全部また

は一部の支払がされないこととなつたとき

にあつては，同日までに支払われた当該給

与または退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法により徴収

する。 

  

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ） 

第30条の９ 個人の市民税の納税者が給与の

支払を受けなくなつたこと等により給与所

得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法に

よつて徴収されないこととなつた場合にお

いては，特別徴収の方法によつて徴収され

ないこととなつた金額に相当する税額は，

その特別徴収の方法によつて徴収されない

こととなつた日以後において到来する第29

条第１項の納期がある場合においてはそれ

ぞれの納期において，その日以後に到来す

る同項の納期がない場合においては直ち

に，普通徴収の方法によつて徴収するもの

とする。 

第30条の９ 個人の市民税の納税者が給与の

支払を受けなくなつたこと等により給与所

得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法に

より徴収されないこととなつた場合には，

特別徴収の方法により徴収されないことと

なつた金額に相当する税額は，その特別徴

収の方法により徴収されないこととなつた

日以後において到来する第29条第１項の納

期がある場合にはそれぞれの納期におい

て，その日以後に到来する同項の納期がな

い場合には直ちに，普通徴収の方法により

徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の規定によつて変

更された給与所得に係る特別徴収税額に係

る個人の市民税の納税者について既に特別

徴収義務者から市に納入された給与所得に

係る特別徴収税額が当該納税者から徴収す

べき給与所得に係る特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額がない場合を含む。）において当該納

税者の未納に係る徴収金があるときは，当

該過納または誤納に係る税額は法第17条の

２の規定の例によつて当該納税者の未納に

係る徴収金に充当する。 

２ 法第321条の６第１項の規定により変更

された給与所得に係る特別徴収税額に係る

個人の市民税の納税者について，既に特別

徴収義務者から市に納入された給与所得に

係る特別徴収税額が当該納税者から徴収す

べき給与所得に係る特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額がない場合を含む。）において当該納

税者の未納に係る徴収金があるときは，当

該過納または誤納に係る税額は，法第17条

の２の２第１項第２号に規定する市町村徴

収金関係過誤納金とみなして，同条第３項，

第６項および第７項の規定を適用すること

ができるものとし，当該市町村徴収金関係

過誤納金により当該納税者の未納に係る徴

収金を納付し，または納入することを委託

したものとみなす。 

  

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の特別徴収） 

第30条の９の２ 個人の市民税の納税義務者

が当該年度の初日の属する年の前年中にお

第30条の９の２ 個人の市民税の納税義務者

が当該年度の初日の属する年の前年中にお
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いて公的年金等の支払を受けた者であり，

かつ，同日において老齢等年金給付（法第

321条の７の２第１項の老齢等年金給付を

いう。以下この節において同じ。）の支払

を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収

の方法によつて徴収することが著しく困難

であると認められるものとして次に掲げる

ものを除く。以下この節において「特別徴

収対象年金所得者」という。）である場合

においては，当該納税義務者の前年中の公

的年金等に係る所得に係る所得割額および

均等割額の合算額（当該納税義務者に係る

均等割額を第30条の２第１項の規定により

特別徴収の方法によつて徴収する場合にお

いては，公的年金等に係る所得に係る所得

割額。以下この条および第30条の９の５に

おいて同じ。）の２分の１に相当する額（以

下この節において「年金所得に係る特別徴

収税額」という。）を当該年度の初日の属

する年の10月１日から翌年の３月31日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該

老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方

法によつて徴収する。 

いて公的年金等の支払を受けた者であり，

かつ，同日において老齢等年金給付（法第

321条の７の２第１項の老齢等年金給付を

いう。以下この節において同じ。）の支払

を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収

の方法により徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるも

のを除く。以下この節において「特別徴収

対象年金所得者」という。）である場合に

は，当該納税義務者の前年中の公的年金等

に係る所得に係る所得割額および均等割額

（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税

額を含む。以下この条および第30条の９の

５において同じ。）の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第30条の２第１項の

規定により特別徴収の方法により徴収する

場合には，公的年金等に係る所得に係る所

得割額。以下この条および第30条の９の５

において同じ。）の２分の１に相当する額

（以下この節において「年金所得に係る特

別徴収税額」という。）を当該年度の初日

の属する年の10月１日から翌年の３月31日

までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収

の方法により徴収する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法によつて徴収すること

とした場合には当該年度において当該老

齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

(2) 特別徴収の方法により徴収することと

した場合には当該年度において当該老齢

等年金給付の支払を受けないこととなる

と認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の市民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額および均等割額の合算

額から年金所得に係る特別徴収税額を控除

した額を第29条第１項の納期のうち当該年

度の初日からその日の属する年の９月30日

までの間に到来するものにおいて普通徴収

の方法によつて徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の市民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額および均等割額の合算

額から年金所得に係る特別徴収税額を控除

した額を第29条第１項の納期のうち当該年

度の初日からその日の属する年の９月30日

までの間に到来するものにおいて普通徴収

の方法により徴収する。 

  

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ） 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ） 

第30条の９の６ 法第321条の７の７第１項

または第３項（これらの規定を法第321条の

７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により特別徴収の方

法によつて徴収されないこととなつた金額

に相当する税額は，その特別徴収の方法に

よつて徴収されないこととなつた日以後に

おいて到来する第29条第１項の納期がある

第30条の９の６ 法第321条の７の７第１項

または第３項（これらの規定を法第321条の

７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により特別徴収の方

法により徴収されないこととなつた金額に

相当する税額は，その特別徴収の方法によ

り徴収されないこととなつた日以後におい

て到来する第29条第１項の納期がある場合
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場合においてはそれぞれの納期において，

その日以後に到来する同項の納期がない場

合においては直ちに，普通徴収の方法によ

つて徴収するものとする。 

にはそれぞれの納期において，その日以後

に到来する同項の納期がない場合には直ち

に，普通徴収の方法により徴収するものと

する。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の

７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により年金所得に係

る特別徴収税額または年金所得に係る仮特

別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収

されないこととなつた特別徴収対象年金所

得者について，既に特別徴収義務者から市

に納入された年金所得に係る特別徴収税額

または年金所得に係る仮特別徴収税額が当

該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき

年金所得に係る特別徴収税額または年金所

得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額また

は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場

合を含む。）において当該特別徴収対象年

金所得者の未納に係る徴収金があるとき

は，当該過納または誤納に係る税額は，法

第17条の２の規定によつて当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金に充当す

る。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の

７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により年金所得に係

る特別徴収税額または年金所得に係る仮特

別徴収税額を特別徴収の方法により徴収さ

れないこととなつた特別徴収対象年金所得

者について，既に特別徴収義務者から市に

納入された年金所得に係る特別徴収税額ま

たは年金所得に係る仮特別徴収税額が当該

特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額または年金所得

に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収

すべき年金所得に係る特別徴収税額または

年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合

を含む。）において当該特別徴収対象年金

所得者の未納に係る徴収金があるときは，

当該過納または誤納に係る税額は，法第17

条の２の２第１項第２号に規定する市町村

徴収金関係過誤納金とみなして，同条第３

項，第６項および第７項の規定を適用する

ことができるものとし，当該市町村徴収金

関係過誤納金により当該特別徴収対象年金

所得者の未納に係る徴収金を納付し，また

は納入することを委託したものとみなす。 

  

  附 則   附 則 

  

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第８条の３ （略） 第８条の３ （略） 

２～21 （略） ２～21 （略） 

（新設） 22 法附則第15条の９の３第１項に規定する

条例で定める割合は，３分の１とする。 

  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第14条の２の２ （略） 第14条の２の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は，同項

の不足額に，これに100分の10の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は，同項

の不足額に，これに100分の35の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第14条の３ （略） 第14条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定の適用がある場合における納 ４ 前項の規定の適用がある場合における納
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付すべき軽自動車税の環境性能割の額は，

同項の不足額に，これに100分の10の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は，

同項の不足額に，これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 
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